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★今月は、令和５年度の運用状況報告と、慶弔給付金申請時の注意事項についてお知らせします。 
 
１．年金基金の運用状況について（令和 5年度通期：4月～3月）    
      
 

資産区分 ①実績（収益率） ②ベンチマーク（※） 超過収益率（①－②） 

国内債券 ▲1.93 ％ ▲2.20 ％ 0.27 % 

国内株式 44.09 ％ 41.34 % 2.75 % 

外国債券 15.17 ％ 15.27 % ▲0.10 % 

外国株式 42.48 % 42.92 % ▲0.44 % 

キャッシュ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

合  計 14.84 % 14.32 % 0.51 % 
 
※ベンチマーク（市場の評価指標：市場平均）と本事業の収益率を比較しています。 
 
＜運用報告（要旨）＞ 

 
＜運用実績＞  
◆令和 5年度の年金基金の運用実績は、予定利率 2.13%・複合ベンチマーク 14.32%に対し、

14.84%の実績でした。 
 

＜2024年 3月末の資産配分＞ 
資産構成 時価総額（億円） 構成割合 
国内債券 186.6 39.8 % 
国内株式 91.9 19.6 % 
外国債券 88.7 18.9 % 
外国株式 85.6 18.2 % 
キャッシュ 16.5 3.5 % 
合   計 469.3 100% 
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◆事務担当者の方への情報提供や加入者の皆さまへ周知をお願いしたいことなど（ホームページに毎月掲載） 
◆最新情報をメールでお知らせします。  登録はこちらから ⇒ 横浜市社協 メール配信 検索 

横浜市社協 
年金共済キャラクター  
ハッチちゃん 

  

運営委員会（６/７開催）にて報告された運用状況について、令和５年度通期分を報告します。 

◆3月末時点の時価総額 
約 469.3億円を、 
1年前の 2023年 3月末
（401.8億円）と比較する
と約 70億円増加しました。 

◆加入者の皆さまが拠出した掛金は、将来の退職金等の給付を確実に実行するための原資として、信
託銀行２行に信託し安全かつ有利な運用に努めています。  

◆3 月末現在の資産総額は約 469.3 億円となり、運用のリスク(※)を分散するために、4 つの資産
（国内債券・株式、外国債券・株式）に分けて保有・運用しています。 

（※リスク：収益率の不確実性のこと） 



 
３．７月の事務スケジュール 
①【提出書類の締切日】 施 設・団 体 ⇒⇒⇒ 社協（共済担当）  7/10締切 

※10日が土日祝の場合は前営業日が締切となります。  
②【給付金振込日（６/10〆受付分）】7/10予定 
 【支給通知書の発行 ７/10振込分】７/10頃予定  
③【加入者の承認通知書 ・ 掛金請求書等 （7/10締め受付分）】 

社協（共済担当） 7/20頃発行予定  ⇒⇒⇒⇒  施設・団 体 
  ※払込取扱票は自動振替の手続中または諸事情により遅延中の施設様のみ郵送します。 

それ以外の書類はログインが困難かつ「郵送希望あり」の施設様のみとなります。 
 
 
 

 
２．慶弔給付金申請時の注意点について 
 ◆結婚により慶弔給付金を申請する際の注意点について説明します。 

 【提出物】 

①「氏名・送金先変更届」（氏名が変わる場合のみ） 

②慶弔給付金受給申請書 

（システム入力してから印刷してください） 

③証明願 

①氏名・送金先変更届 

・横浜市社協ホームページ内「年金共済 事業関係文書各種様式 書式ダウンロード」から印刷可能です！ 

https://www.yokohamashakyo.jp/corp/nenkin-kyosai/download/ 

                      ���注意事項 

氏名変更する場合は、同時提出のすべての申請名を 

新姓でご提出ください。 

 

②慶弔給付金受給申請書 

（１）システムトップページ「加入者一覧」から加入者を検索し、 

チェックを入れ、慶弔給付金の電子申請を行ってください。 

（２）システムトップページ「月次帳票印刷」から 

「慶弔給付金受給申請書」を印刷してください。（右図参照） 

（３）①③を添付の上、施設・団体の印鑑を押印し、 

   事務局までご提出ください。 

���注意事項 

 慶弔給付金受給申請書の「送金先」の名義のご確認をお願いいたします。 

【よくあるご質問】 

Q.振込口座が旧姓の名義ですが、大丈夫でしょうか？ 

A.旧姓名義でも振込は可能です。ただし、振り込まれるまで１か月ほどお時間をいただきます。 

振込前に口座の名義を変更した場合には振込ができなくなるため、振込完了まで名義変更をしないよ

うご注意ください。 

氏名及び送金先の変更は 

電子申請できません。紙の

変更届をご提出ください。 

https://www.yokohamashakyo.jp/corp/nenkin-kyosai/download/

